
 

 

  

   

 
 

「ＨＩＶ感染者の歯科医療の充実に向けて」

歯科医師研修資料 

 

 

 平成２４年９月  

 
編集 平成２４年度厚生労働科学研究「HIV 感染症の医療体制の

整備に関する研究：歯科の HIV 診療体制整備」研究班 
 



「ＨＩＶ感染者の歯科医療の充実に向けて」歯科医師研修資料 

1   

 
 

 はじめに 

 
 地球レベルで、HIV 感染者の高齢化が大きな問題となっています。とりわけ、心臓血管疾

患、糖尿病、骨粗鬆症が重要な合併疾患と予想されています１）。 

 

 日本国内においても、エイズ患者に５０歳以上が占める割合が平成３年（２０年前）では

約８%であったものが、平成８年（１５年前）では約２０％、平成２３年（現在）では約３

０％を占めることが明らかになっています。 

 

厚生労働省エイズ対策研究事業及び HIV 感染者・エイズ患者の在宅医療・介護の環境整備

事業は、通常の歯科医療体制の確保も現実の問題として取り組みが進行中ですが、それと並

行して、訪問歯科診療を行う歯科、かかりつけ歯科医として活躍している歯科医に、感染者

を差別なく受け入れる体制を確保するとともに、それらの歯科医を支援する組織の構築を目

的としています。 

 

本テキストは、 

 

ＨＩＶ感染症の医療体制整備に関する研究 研究代表者 山本正弘 

         歯科の HIV 診療体制整備 研究分担者 前田憲昭 

 

が担当して、ＨＩＶ感染症の現状と展望について概説し、さらに歯科医療従事者としての視

点を提供しています。実際の運営は、都道府県単位で実施されますので、それぞれの地域の

特性を加味して、地域に密着した内容に変えられることを望んでいます。 

 

 ＨＩＶ感染症は、いまだに偏見や差別が医療従事者のなかにみられることがありますが、

ウイルスが同定されて３０年になる現在、正確な知識を持ち、適切な対応を行えることは、

もはや義務以前の医療人としての常識となっています。 

 さらに、免疫不全の疾患が、私たちに教えてくれる内容は、極めて豊富で示唆に富んでい

ます。 

自分の医療の幅を広げるためにも、是非、もう一度、HIV を学びましょう。 

 

                                 平成２４年９月 

 

 

 

 

 

平成２４年度厚生労働科学研究 

「HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究：歯科の HIV 診療体制整備」 

研究分担者 前田 憲昭  
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平成２４年１月厚生労働省告示第２１号で後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針

が改訂されました。上記はその概要を示しています２）。 

  

テキストの目的 
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１ 慢性疾患となった HIV 感染症は今！ 

① 慢性疾患としての指標：平均寿命 

 HIV 感染症は抗ウイルス薬開発の目覚ましい進歩で、予後が大きく改善されています３）。糖

尿病の予後とほぼ等しくなったと推定されています。その大きな指標は CD4 値の改善です。た

だ数値的改善が機能的改善に繋がるか、これから長期の観察が必要です。また、完治するわけ

ではなく、体にウイルスが残っていることも事実で、薬を飲み続ける努力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② これから患者数はどのように推移するのか？増え続ける日本の HIV 感染患者数 

 図は厚生労働省エイズ動向委員会が公表している平成２３年度のエイズ発生の動向を示して

います４）。グラフより明らかなように、HIV 感染者数は２００８年をピークとして増加が僅か

に減少していますが、エイズ患者は増加を続けている。感染者数が頭打ちになっているのは、

単に検査を受ける人が減少している

からで、必ずしも感染者が減少して

いるわけではないと推測されていま

す。一方、エイズ患者数が増加を続

けている背景をみると、症状を発現

しの受診で HIV 感染が明らかになる

ケースで、検査数とは関係がないの

で、むしろ日本国内での HIV 患者数

の増加の実態を良く現わしていると

思われます。今後、日本国内では日

本人男性の感染者の増加と、日本人

女性の感染者の緩やかな増加傾向が

継続すると考えられています。 

  

図
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また、同じ報告書による感染経路別内訳によ

ると、一番多いのが男性同性愛者間の性的接触

による感染で、全体の 68.4%を占めています。

ところが、15 歳から 19 歳の年齢では、女性の異

性間性的接触による感染が他の年齢層における

割合に比較して大きく、今後、国内で異性間の

性的接触で HIV 感染が増加していく懸念を大き

く抱かせる結果を示しています。 

 

 

 

 ③ これから求められる医療・介護体制：高齢化社会は HIV 感染者も同じ 

 HIV が発見されて 30 年を越えようとしており、60 歳以上の感染者およびエイズ患者の数も

年々増加の傾向を示しています。 

 すでに国内では高齢者の介護ならびに支援の問題が大きくなっていますが、HIV 感染者にお

いても、介護施設や生活支援のなかで、HIV 感染症を理解した施設やスタッフの養成が急務と

なっています。 

 歯科の領域においても、高齢化を迎えた患者感染者の口腔ケアは、その必要性が急増するこ

とが明らかです。 

 

 

④ 新たに直面している現実  

ⅰ）HIV 感染者に高頻度に発生する悪性腫瘍 

 抗ウイルス薬の効果が継続する一方で、HIV 感染者での悪性腫瘍の発生の頻度が高くなって

いると臨床の現場は訴えています。HIV 感染が進んでエイズを発症するとき、エイズと診断さ

れる指標の疾患が２３あり、そのなかに悪性腫瘍も含まれてはいます。しかし、いま、臨床の

現場では、指標疾患に含まれない悪性腫瘍が発生しています。その悪性腫瘍は、同じ年代で

HIV に感染していない人に発生する悪性腫瘍と部位や悪性腫瘍の種類の割合とほぼ等しいこと

まで分かってきています。HIV 感染症に特別な悪性腫瘍ではなく、頻度が高くなっていること

は、よく言われますが、HIV 感染者が早く老化する、ことの現われでしょうか。 

 CD4 値には現されれていない機能の問題がこれから研究の対象となると思われます。 

図



「ＨＩＶ感染者の歯科医療の充実に向けて」歯科医師研修資料 

7   

 
 

 ところで、これらの悪性腫瘍のなかにでは、口腔組織に出現するものも少なくありません。

口腔を観察する歯科医師の役割が強調されます。 

 

     歯科医療従事者としての視点；HIV 感染者では口腔悪性腫瘍に注意！！ 

 

 

ⅱ）HIV が直接関与すると推測される疾患  

 HIV 感染で発現する症状は、CD4 リンパ球が減少することによる様々な疾患であることは良

く知られています。しかし、最近、HIV が疾患そのものの原因になっている症例が報告されは

じめています。それは、心臓血管系虚血疾患としての心筋梗塞、脳血管系虚血疾患としての認

知症が有意に高い頻度で発症していると報告されています。 

 

歯科医療従事者としての視点；HIV 感染者では口腔粘膜の病変に注意！！ 

血管病変の兆候が口腔粘膜の変化で観察できる可能性 

 

  

ⅲ）日本 HIV 感染症の実情：自分が感染していることを知っている人はどれくらいの割合だ

ろう？ 

 厚生労働省の研究班では、日本国内の患者

の実態総数を予測しています。特に「HIV 検

査相談体制の充実と活用に関する研究」班の

研究代表者加藤真吾先生は現実の数値にモデ

ルを作成して予測を立てていますが（右図）、

一般に日本国内での HIV 感染患者で、自分が

HIV に感染していることを自覚出来ている人

は、全体の３０％ではないかと考えられてい

ます。 

 

歯科医療従事者としての視点；HIV 感染者の多くは、 

自分が感染していることを気づかずに歯科治療を受けている可能性 

 

⑤抗ウイルス薬投与の目的 

 HIV 感染は抗ウイルス薬の進歩で、今や「死の病」ではなく、糖尿病に比べられる慢性疾患

になっていることは既に述べました。しかし、いかに抗ウイルス薬が進歩しても、体内から完

全にウイルスを駆逐することはかなわず、常にウイルスを抱えた状態となります。したがって、

長期の抗ウイルス薬治療では、服薬のアドヒアランス、ウイルスの薬剤耐性獲得など、多くの

問題を残すことになり、個人個人においては、治療を開始する時期に多くの議論が戦わされて
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きました。早期の投与はより良い予後を確保できる半面、ウイルスの耐性獲得で使用できる薬

剤が制限され、かえって予後を悪くする可能性も否定できませんし、薬剤そのものの副作用の

蓄積は、新たな疾患の発現や日常生活の QOL に問題が生じます。 

現在では CD4 値 ３５０個/ｍｍ３を治療開始の指標とする提案が支持を得ています５）（下

表）。 

 

ところで、米国をはじめ抗ウイルス薬の服薬が進んでいる国においても、HIV 感染者の数の

減少が頭打ちになっています。その原因の 1 つとして、HIV 感染が判明している人からの感染

が継続して発生していることが考えられ、HIV 感染が判明すれば、個人の CD4 値にかかわらず、

必ず抗ウイルス薬を投与して血中ウイルス濃度を検知感度以下に抑制することで、他の人への

感染の危険性を減少させる、いわゆる２次感染予防対策としての治療が推奨されています６）。

さらにそれに加えて、米国国内では、HIV 感染していない人でも、感染の危険性がある場合に

は、あらかじめ抗ウイルス薬を服用すること、いいかえると、予防服薬が承認され、薬局で購

入出来るようになりそうです。また、アフリカでは実際に予防服薬実験が行われ、感染率が低

下することも報告されています７)。 

日本国内の感染者の状況からは、米国と同じ対応の必要性については、異論を唱える研究者

や臨床家の多いことも付け加えておきます。 

  

表 
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２ 歯科医療従事者が HIV 感染症と出会う可能性 

 

症例１ 口腔に発症した悪性リンパ腫 

 

左側上顎に発生した腫瘍。50 歳代男性。7 年前にも歯

周治療で受診。その後受診なく、同部の歯の動揺を訴

えて来院。受診 3 日目で神経症状が出現し、悪性腫瘍

を疑って連携病院を紹介。病理組織診断から、ＨＩV

感染症を疑われ、検査の結果、ＡＩＤＳ発症を確認。

治療は化学療法が選択された。 

 

 

症例２ 口腔に発症した扁平上皮癌 

 

口腔に発症した扁平上皮癌（血友病Ａ、HIV 感染）   

左側舌縁に接触痛を訴え、白班を伴う腫瘤を形成。 

2 年間にわたり生検を 3 回繰り返すも、悪性所見を確認

できず。ＨＩＶによる血管病変の可能性も考慮して対

症療法を続けていたたが、3 年経過時点での 3 度目の生

検で、扁平上皮癌と診断される。組織を用いた詳細な

ウイルス遺伝子の検索でもウイルス遺伝子の存在は確

認できず。  

            

 

 

歯科医療従事者としての視点；HIV 感染者では口腔粘膜の病変に注意！！ 

触診で細胞数の多い組織塊を触れた時は、拠点病院の口腔外科での組織検査を 

勧めることが望ましい。 

                   

  

悪性リンパ腫
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① 自分が感染していることを知らない人との出会い 

 HIV に感染しても、その初期症状は風邪にも似ており、それだけで HIV 感染症を特徴づけら

れるものはありません。（ただし、エイズを発症して受診した場合は別です）。したがって、

病気が進行する過程で、様々な症状が出て、医療機関を受診しても、他の疾患と診断され治療

を受けている現状があります。口腔の症状についても同様の事実があります。患者が、「何か

おかしい」と受診しても、診療する医療担当者が、鑑別診断の候補に HIV を頭に思い浮かべて

いない現実があります。 

 我々がブロック拠点病院に通院中の患者へアンケート調査を行った結果をみてみますと、患

者が自分の感染経過を振り返ってみて、感染したと思われる時点から、感染が明らかになるま

での期間に歯科診療を受けていた患者は回答者 929 名中の 403 名 43.4％にのぼります。また

そのうちの 142 名 15.3％に至っては、いわゆる歯科治療ではなく、口腔内の病変に気がついて

歯科を受診していることが明らかになっています。残念ながら、この受診から HIV の発見には

結びついていません。 

 一方、日本エイズ学会では、口腔の症状が、

HIV 感染発見のきっかけになった症例が、毎年の

ように報告され、HIV 感染症を疑って検査を受け

るように歯科医療従者が患者に説明できる能力を

持つことの重要性が説かれています。 

これを受けて、厚生労働省エイズ対策研究事業

HIV 検査相談体制の充実と活用に関する研究班

（研究代表者 加藤真吾 慶応義塾大学）では左

に示すようなポスターを作成して、地域歯科医師

会を通じて配布し、患者、歯科医療従事者に口腔

症状への意識を高めることを推奨しています。 

平成 23 年度は広島県歯科医師会のご協力を得て、

県下の会員の先生方に配布しました。さらに平成

24 年度は、すでに神奈川県歯科医師会のご協力

が得られ、県下の会員の先生方に配布をいたしま

した。 

 

歯科医療従事者としての視点； 

口腔粘膜は全身の免疫状態を映す鏡と米国の歯学部では教育されています。 

歯科医療従事者は、口腔を診て、患者の全身の健康状態に想いを馳せる存在になりたいものです。 
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② 感染が判明し、抗ウイルス薬治療を受けている人との出会い 

HIV 感染症の治療を受ける病院として、全国のブロック拠点病院に患者が集中していること

が問題になっています。患者にとってみれば、経験の豊かな医療スタッフがチームワークよろ

しく治療を担当してもらえることは、誠に有り難いことで、拠点病院構想の目的に合致してい

るようにも思えます。しかし、治療が安定してくると、必ずしも特定の、しかも混雑する病院

に通わなくても、身近な先生に管理をお願いし、何か特別な問題があった場合に、元の拠点病

院と相談して対応して頂ければ良いと考えるようになります。いま、この「身近な担当医」探

しが急務になっています。HIV 感染症患者の歯科診療では、対応が遅れていると非難されてき

ましたが、実は、内科をはじめとする診療体制においても、対応は十分ではなかったと思われ

ます。 

 これからは、慢性疾患となり体調が管理された感染者が、社会で活躍することが期待され、

またそれに応えようとしています。そのためには、生活の中で治療を受ける体制、言い換える

と、普通の人が、普通に医療を受ける機会が必要です。 

 HIV は、その感染力において、DNA ウイルスである B 型肝炎ウイルスに比較して遥かに弱

く、またおなじ RNA ウイルスである C 型肝炎ウイルスに比較しても弱いことが証明されてき

ました。しかし、歯科の医療体制整備班では、HIV に感染して治療を受けている患者では、血

中ウイルス量が１５００コピー/ mm３以下にコントールされている患者、できれば血中ウイル

ス量が検知感度 k\以下にコントロールされている患者を一般開業医が担当することを提案して

います。 

 

歯科医療従事者としての視点；一般開業歯科では血中ウイルス量が検知感度 

（現在では 40 コピー/ mm３）以下にコントロールされている患者さんを受け入れましょう。 

ウイルス量が検知感度以上の症例は拠点病院の歯科にお願いして、分担しましょう。 

 

 

③ 長く抗ウイルス薬治療を受けて、口腔内に腫瘍を発現した人 

すでに述べましたが、ART(抗レトロウイルス薬治療)を長期に受けている患者が多くなって

います。血中ウイルス量（VL : Viral  load）が検知感度以下に抑制されて年数を重ねているな

かで、悪性腫瘍が多く発見されています。口腔の悪性腫瘍も例外ではありません。HIV 感染が

あるか、ないかに関わらず、歯科医療従事者は、口腔の粘膜の観察を怠ってはいけません。症

例Ⅰに紹介した腫瘍もその１例ですが、「何か違う」「どこかおかしい」と感じる症状につい

ては、是非、病診連携の施設や歯科医師会が主催する「がん検診」等に積極的に紹介していき

ましょう。 
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３ HIV 感染症の Natural History と 現在の治療の基本姿勢 

① HIV 感染症の臨床経過 

出典資料３） 

HIV 感染における臨

床経過を示しています。

感染の初期は血中ウイ

ルス量が極めて高くな

ります。この時期は、

抗体が出来ていないた

めに、抗体で検査する

方法では感染が確認で

きません。ウイルス

RNA を定量出来ると感

染が確認できますが、

早期にウイルス核酸を

定量する体制は出来ていません。したがって、ウイルス量の高い時に性行為を行うと、パート

ナーに感染させる可能性も高くなりますし、歯科治療でも Standard Precautions が出来て

いないと、ウイルスに暴露する可能性が高くなります。感染して、４週間程度が経過すると宿

主は免疫反応をしめし、抗体が産生されます。抗体はウイルスの感染を抑制（中和）させ、血

中ウイルスレベルを下げさせることが出来ますが、決して０にはなりません。ある一定のバラ

ンスのウイルス量に落ち着きます（この時点での血中ウイルス量を、ウイルス学的セットポイ

ントと呼びます）。一方、ウイルス量が一定化した時点での CD4 値は「免疫学的セットポイン

ト」と呼ばれています。 

治療法が進んだ現在では、あまり使用されませんが、過去の治療の歴史を紐解くと、患者の

残りの人生を、CD4 値が高ければ、残された線路の長さが長く、一方、ウイルス学的セットポ

イントでのウイルス量が高いと、線路を走る機関車のスピードが速く、エイズ発症までの期間

が短くなると表現されていました。抗ウイルス薬の開発が進んだ現在、このような表現は過去

のものとなっていますが、セットポイントは治療を開始する時の患者の基本状態として非常に

重要です。 

セットポイントの時期を過ぎますと、ほとんど症状を示さない無症候期を経過して、ウイル

ス量が増え、CD4 値が下がる時期、エイズ発症を迎えます。感染からおよそ７年と言われてい

ますが、最近、この期間が短くなったと臨床家は感じています。その理由として、ウイルスが

変化しているから、いいかえると、より増殖能力の高い、あるいは様々な環境に抵抗力のある

ウイルスが増殖しているからではないかと、想像する専門家もいます。 
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② AIDS 指標疾患とは 

HIV 感染が進んで、免疫不全状態に陥ると、通常では発現しにくい感染症や腫瘍が臨床症状

として確認されます。下の表は、エイズを発症したと認める合併疾患の２３疾患を示していま

す。この疾患の合併が確認されると、CD4 値の値に関わらず、「エイズ」を発症したとされ、

その後、治療で CD4 値が改善しても、エイズ発症は変わりません。しかし、これらの症状の発

現は CD4 値が２００個/mm３以下で発現しますので、この値をエイズの発症の指標ととらえる

臨床家もいます。 

 

                    出典：池田正一，HIV 感染者の歯科治療マニュアル，２００５  

 

 

 

 

 

  

表 AIDS 指標疾患 
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４ HIV 感染と歯科 検査値と歯科 

 患者の CD4 値は原則として歯科診療には影響しません。検査値として重要なのは、白血球数、

とくに「好中球数」が診療における指標となります。 

 また HIV に合併する疾患で、歯科治療を行う際に施設を選ばねばならないのは、活動性の結

核を発症している患者で、この場合は、開業医における歯科診療は延期すべきです。 

 

   患者の検査値で注目すべきは 

     ○好中球数 1 つの目安は 3000 個/mm３以上 

             この値を切ると、骨髄機能抑制が考えられる 

           処置の限界値は 500 個/ mm３以上 

             500 個/ mm３を切ると抗生物質の投与が必要 

     ○血小板数 30,000 個/ mm３以上ならば、歯科処置内容を選んで実施可能 

          外科処置では 50,000 個/ mm３以上が望ましく、十分な監視が求められる 

 

     ○血中ウイルス量 

          一般開業歯科医では、検知感度以下の方が適応 

     参考：血中ウイルス量１５００コピー/ mm３以上では暴露時の対応のレベルが高くなる。 

５ 世界の歯周病専門家が見つめる HIV 感染症 

 世界の歯科医師、とりわけヨーロッパと米国の研究者で注目されています。 

 ヨーロッパの歯周病の研究者は、「歯周病の発病メカニズム」を過剰な免疫反応と考え、免

疫不全の状態に陥る様々な環境における歯周病の病態、とりわけ「歯槽骨吸収」について、な

みなみならぬ関心を示しています。日本国内でも翻訳されているリンデの教科書では、多くの

項目で「HIV 感染」が取り上げられ、歯周病の基礎疾患の１つの項目を形成していますが、日

本の歯周病学者では、あまり関心が示されていません。 

 さらに、米国では、HIV 感染症とう蝕についても興味が持たれています。唾液分泌量の低下

あるいは唾液中の IgA 量の低下が関連していると説明されています。 

HIV 感染症と口腔の状態、とくに日本人における症状は、日本人の口腔を注意深く観察する

ことでしか正確な情報は得られません。 

 

歯科医療従事者としての視点；是非、患者さんの口腔を注意深く観察して、 

歯周病と免疫の関連性に新鮮で有意義な情報を提供して下さい。 
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６ HIV 感染患者を担当する歯科医療従事者を支援する体制 

針刺し・切創時の対応 

 HIV 感染の有無が不明な症例、あるいは感染が明らかな症例の血液との暴露に供えて事前の

準備が必要です。 

 

①：針刺し切創時の院内対策マニュアルの作成 

②：診療所に近いエイズ拠点病院の確認とその病院との事前連携 

   院外施設における針刺し切創事故で対応が可能か事前に確認すること 

   対応が可能な時間帯の確認 

 HIV 感染が疑われる血液に暴露した場合、 

少なくとも２時間以内に最初の予防服薬が可能な対応と体制を確保すること。 

   暴露に関する正確な分析をする時間が無い場合、 

   まずは初回の予防服薬を実施（1 回目の薬を飲んで）、次の服薬までの時間（薬剤によ

って、12 時間もしくは 24 時間）の余裕を得て、継続して服薬すべき暴露か否かを正確

に判断することが必要です。 

 

③：HIV 感染血液の暴露では血中ウイルス量が１５００コピー/ mm３を指標として 

  事故の評価が変わります。 

したがって、一般開業歯科医で HIV 感染患者の歯科診療は、 

  血中ウイルス量が検知感度以下にコントロールされている患者に絞り込むことが重要  

  と思われるが、これは紹介施設と紹介を受ける施設間の対話が必要です。 

  

④：基本的な準備 B 型肝炎ワクチンはすべての職員に必ず実施すること。 

 

⑤：中核拠点病院、拠点病院は歯科医療従事者の「針刺し切創」に対して、受け入れる環境に

ついて情報を公開して頂きたいと思います。 

  日本歯科医師会の HP 会員のページで、全国の拠点病院の受け入れリストを提供してい

ます。 

 

歯科医療従事者としての視点；ネットワークを生かして、一般開業医と病院歯科の役割分担を 

明確にし、患者と歯科医療従事者の双方に安全で安心な医療体制の確保 
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７ Standard Precautions の実際 

 

２００３年改訂 米国 CDC 歯科診療ガイドラインに準拠したバリアーテクニック

（ラッピング）の紹介 

 臨床における感染対策の基本は「ZONE」(領域)の概念です。そこには眼で見える境界を示す

ものは、何もありません。またこのテキストで示すような色分けもありません。あるのは、そ

こで診療をする医療従事者の意識の中に存在する区域別けです。したがって、ZONE を無視し

ても、すぐに結果が表れるわけではありませんが、さまざまな因子が、一人の患者の ZONE か

ら、医療従者や器具に移行し、それが病原菌である場合には、医療従者に感染を引き起こし、

また、有る場合には別の患者の ZONE に持ち込まれて、その患者に様々な障害や、時には感染

症を引き起こします。 

この概念は、過去に提唱された、「滅菌・消毒・洗浄」の区分（カテゴリー）とは異なるこ

とを正確に理解する必要があります。 

「滅菌・消毒・洗浄」の区分（カテゴリー）は、患者の ZONE に侵入する時に許可されるパス

ポートの格付けを意味するのであって、ZONE の概念とは全く異なりますが、どちらも感染症

対策として位置付けられていますので、混乱することが多いと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＺＯＮＥを支える行動

一方通行

タッチサー

フェイス

ハウスキ ーピング
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薬液使用と ラッピ ングの比較(私案)

薬液 ラッピ ング

効果範囲 適応菌種 限定 制限なし

プリオン 効果なし 対応可能

使用前の調合 至適濃度 厳守 なし

作用時間 限定 なし

準備 不要 必要

後始末 必要 必要

有毒性 あり なし

器具の腐食 あり なし

拭き忘れ あり ー

破損 なし あり

領域の確認 なし あり

費用 55円／１回

 

神戸常盤大 短大部 溝部潤子神戸常盤
短 期大学 溝部潤子

←強い 病原因子の抵抗性 弱い→ 指標病原 属性

プリオン 感染性タンパク因子

枯草菌 グラム陽性桿菌

B型肝炎ウイルス DNAウイルス

NaOH 結核菌 グラム陽性桿菌

NAOCｌ C型肝炎ウイルス RNAウイルス

+ HIV RNAウイルス

滅菌 カビ・カンジダ真菌

口腔常在菌一般細菌

or

バリア 中等度消毒

高度消毒

滅菌（オートクレ
ーブ）
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バリアーテクニックの例を紹介し

ます。それぞれの施設に応じて、

工夫をして下さい。しかし、基本

は安全、確実、容易、経済的など、

開業医にとって経済的、時間的に

負担になるのもであってはなりま

せん。 

バリアーテクニックとラッピング

は同じ意味と理解して下さい。 

 

 

 

 

準備するものは、 

ビニール袋（大きさは施設や機械

によります）。 

ラップ材（水を透さぬことを確認

して下さい） 

セロハンテープ 

はさみ、マグネット 

ヒートシーラー 

 

 

 

 

テープを準備します 

必要な長さに切断し、一端を折り曲

げて、診療が終了した後で除去し易

くします（手袋にひっつかないよう

に）。 
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長さを計測 

ホースにバリアーを施す場合、ま

ず、長さを計測します。 

余った部分は、レントゲン撮影等

に利用します。 

 

 

 

 

 

 

 

ホース用のシーリング 

ホースの端に位置する器具の直径

に合わせてシールを行います。 

また、残りの部分をタービンヘッ

ドのカバーに使用するために、切

断前に切断線を挟むように 2 本目

のシーリングを行います。 

 

 

 

 

 

 

シーリングの間を切断します 

 

 

 

 



「ＨＩＶ感染者の歯科医療の充実に向けて」歯科医師研修資料 

21   

 
 

ホースと器具のラッピング 

器具がどこまで滅菌できるかによっ

て、あるいはホースとどこまで繋が

っているかによって、ビニールホー

ス材を用いる場所を決めます。切断

された残りは、滅菌可能なタービン

ヘッドにスカート状に装着し、滅菌

出来ないホースの先の器具部分を覆

うようにします。 

 

 

 

タービン類の接続 

滅菌できるタービンヘッドに装着し

たスカート状のラッピングを反転し

て、ホースの端の接続部に装着し、

その後タービンヘッドのラッピング

を折り返します。 

 

 

 

 

 

 

ホース類の扱い 

滅菌可能な部分と滅菌出来ない部分

の境界の扱いがキーポイントになり

ます。患者に接する部分は、現在、

ほとんど滅菌できる素材になってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



「ＨＩＶ感染者の歯科医療の充実に向けて」歯科医師研修資料 

22   

 
 

機械の種類による工夫 

機械の背盤に収納されるシステムでは、

患者に触れた部分が、背盤に取り込まれ

ないよう工夫をする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

ライト 

ライトの部分は、診療の内容によって、

カバーする時もカバーしない時もあり

ます。それは、治療の部位や治療の内

容に依存します。 

 

 

 

 

 

 

テーブル 

テーブルは患者に属する ZONE です。 

ここは患者の唾液に触れた器具が集ま

るところです。カバーをしっかりしな

くてはなりません。 
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ヘッドレスト 

患者の頭部を支えるところは、患者

の快適性も考えます。 

まず、最初に撥水性の素材でカバー

し、ヘッドレストが汚染するのを防

ぎます。その上には吸水性優しい素

材のカバーを重ねます。 

 

 

 

 

基本設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 歯科技工士・歯科衛生士との連帯 

歯科技工士、歯科衛生士は歯科医療を支える大切な仲間です。 

感染対策について、十分な話し合いと知識の共有をはかりましょう。 

感染対策に必要なことは 

    １：正確な知識 

    ２：過剰な対応を排除し、必要な対策を、必要な時に実施すること 

    ３：偶発事故への準備と落ち着いた対応 

技工物の扱い 特に印象物 

口腔内から取り出した印象物は、患者さんの領域で消毒処理をするのがマナーです。 

患者の ZONE から持ち出すものの安全・安心は歯科医師が責任を持って行いましょう。 
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９ 歯科診療ネットワークの必要性 

 HIV に感染した患者さんの歯科診療を行うのに、ネットワークも必要な理由として下記の 6

つを挙げることが出来ます。 

１：HIV 感染症にとって、口腔衛生管理は予後の QOL を支える。 

２：口腔衛生管理は、定期的に、長期に実施する必要がある。 

３：患者は日常の生活圏にある診療所での治療を希望している。 

４：HIV 感染症治療に関する科学的エビデンスが、日進月歩で蓄積され、遅滞なく情報を

収集するとともに、日常の診療に反映する努力が求められる。  

５：職業上の暴露等の事故に遭遇した場合、迅速で適切な対応が求められる。  

  少なくとも２時間以内に１回目の予防服薬の機会が得られる環境であること。 

６：ネットワークを利用すると、患者のプライバシーを確保して、診療に必要な 情報の交

換が可能となる。  

 なぜ、HIV 感染症だけが、B 型肝炎ウイルス感染、C 型肝炎ウイルス感染とは別に、ネット

ワークが必要なのだ、と言う疑問の声があります。すべての歯科医が、区別や差別をせず、診

療できればネットワークは不要ではないか。 

 HIV 感染症は新興感染症として突然、人類の前に現れました（もちろん、異論もあります）。

さらに、将来、現われるであろう新興感染症の病原の予備軍は、ジャングルに 23 種類あると

も想定されています。もしこれらの病原が人間に感染し、かつ人の間で感染が拡大すると、医

療の現場では、過去の知識や経験が役立つことはなく、感染症の現場で闘う医療従事者からも

たらされた情報が、対応への唯一の拠り所となるのです。 

 事実、HIV 感染症は、その初期において、困窮した問題で教授や医局長に相談しても、蓄積

された知識や経験が役立たず（何しろ、すべての医療従事者にとって、初めての経験ですか

ら）、現場で苦悩する者同志の横の連絡で、「うまくいった治療」、「うまくいかなかった対

応」の情報が、重要な臨床のヒントを与えてくれました。昔の縦の社会からの経験と知識で、

HIV 感染症に対応することは困難で、現場の横の連絡・相談網（ネットワーク）が有益な情報

を提供しました。 

 いま、我々が構築するネットワークの必要性は、将来の未知の感染症への準備でもあり、新

しい医学への準備に他なりません。言い換えると、HIV 感染症は、単に HIV 感染に留まらず、

今後、出現する新しい医学、歯学の厳しい局面、「危機管理」に対応する能力を試す重要な試

練なのです。 

 横の情報の交換は、医療従事者にとって、他人の経験を自分のものとして吸収でき、試行錯

誤で、無為な時間と犠牲を生じることが無く、貴重な体験となるほか、治療を受ける側にとっ

ても、計り知れない恩恵が与えられます。 

  



「ＨＩＶ感染者の歯科医療の充実に向けて」歯科医師研修資料 

25   

 
 

① ＨＩＶ感染症患者のニーズ変化とエイズ診療体制の現状 

ⅰ） 慢性疾患化に伴う患者ニーズの変化 

 エイズパニックが起きた平成 4 年当時は、エイズに対する有効な治療手段は存在せず、また

日本国内においては、その感染が薬害によって引き起こされたという事実が、国民の関心を大

きく高めていました。しかし、現在、HIV に対する医療は飛躍的に進歩し、HARRT 療法等の

多剤併用療法により、エイズの発症をコントロールすることができるようになっています。 

 このため、HIV 感染者も他の慢性疾患患者と同様に、仕事や家庭生活を営みながら日常の生

活を長期間送ることが可能となっていることから、歯科医療についても生活を支える歯科医療

体制の構築が求められているのです。 

 

慢性疾患化に伴う患者ニーズの変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） エイズ診療体制の現状 

 我が国におけるエイズに対する医療体制については、国が医療機関を公的に指定することに

より体制整備を図っています。現在、拠点病院として、各都道府県に拠点病院 369 施設が選定

され，その他、各都道府県に１施設以上の中核拠点病院、さらに、「北海道、東北、東海、北

陸、近畿、中国四国、九州の各地

方にブロック拠点病院として 14 施

設が選定されています。全国の

HIV 診療のトップに国立国際医療

センターのエイズ治療研究開発セ

ンター（以下、ACC）が位置づけ

られています。 

 このように、エイズ医療につい

ては、重層的な医療体制整備が進

められていますが、これらの指定

医療機関の選定の際に、歯科医療

機能の有無は評価されていないの

が現状です。 

図 本邦における HIV 感染者、AIDS 患者医療体制図 

一次歯科診療については、職場や自宅に近い地域の歯科診療所で受診したいと希望する患

者が増加  

・通常の社会生活を送る感染者、患者が大半に  

・職場等で HIV 感染者であることを明らかにしていない場合がある 

  →平日日中の勤務時間に拠点病院に受診することが困難  

・遠距離の拠点病院への通院負担  

・歯科、耳鼻科、透析、産婦人科等、特に通院頻度が高い歯科への要望が強い 
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 HIV 感染者、AIDS 患者の歯科医療については、歯学部等を併設する大学病院や国が指定し

ているこれらの拠点病院内にある歯科口腔外科等により担われてきましたが、これらの拠点病

院に歯科がある割合は約４割にすぎず、患者・感染者のニーズに十分対応できる状況にはあり

ません。このことは、HIV 患者・感染者に対する歯科医療体制を整備していく上でひとつの障

壁となっています。 

また、都道府県庁においては、歯科医師等が配置されている歯科保健担当課とエイズ対策担

当課の連携が不十分な場合も多く見られ、地域における歯科診療体制の検討が全くなされない

まま今日に至っている地域が多い現状です。 

何度も触れますように、「死の病」であった時期は、特定の病院に患者を集中させることに

も意味がありました。しかし、ウイルスが発見されて 30 年、もはや慢性疾患となった HIV 感

染症について、日本の歯科教育はその役割を十分に果たしてきておらず、行政の縦割りの弊害

はあったとしても、歯科医学が多くの患者が求める医療に十分対応できていない現状に対し自

省が必要です。 

 

② ＨＩＶ感染者、エイズ患者に対する歯科診療体制の現状と問題 

 

ｉ） 身近な歯科診療所での診療体制が求められている 

 HIV 感染が現在では慢性疾患と位置づけられるようになり、通常の社会生活を送る HIV 感染

者、エイズ患者が大半となっているは前述のとおりです。しかし、依然として、エイズに対す

る差別や偏見等の問題がなくなったとは言い切れない状況があると考えられ、職場等で HIV 感

染者であることを明らかにすることは困難である場合もあり、歯科診療の受診が一層困難とな

っています。このため、職場等を休まずに歯科治療を受診できるよう、職場や自宅に近い地域

の歯科診療所で受診したいと希望する患者が増加しています。 

 また、利便性の向上の面からも基本的な歯科診療については、国の指定する拠点病院は、地

域の基幹病院が大半であり、遠距離通院が負担となっている場合もあります。 

 このため、地域の歯科診療所の体制整備を目指して、下記のエイズ予防指針の改正がなされ

ました。 

 

「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針（エイズ予防指針）」におけ

る歯科関連記載（平成 24 年 1 月 19 日厚生労働省告示第 21 号） 

 「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」（エイズ予防指針）は、「感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第１１条第１項の規定に基づき作成され、

我が国におけるエイズ対策の方向性について大臣告示として示されるものです。指針は５年毎

に見直しが行われており、見直し年である平成２３年度、新たなエイズ予防指針が告示されま

した。 

   新しいエイズ予防指針における医療提供関連の記載では、拠点病院のみならず地域の診療所、

歯科診療所との連携体制の構築が打ち出され、拠点病院に連携調整機能を担う看護師等を配置



「ＨＩＶ感染者の歯科医療の充実に向けて」歯科医師研修資料 

27   

 
 

することとなり、特に歯科診療の確保については、都道府県及びブロック・中核拠点病院が、

歯科医師会や患者団体の協力の下、地域の歯科診療所との連携体制の構築を図ることとされま

した。 

第５ 医療の提供 一 総合的な医療提供体制の確保  

２ 良質かつ適切な医療の提供及び医療連携体制の強化 

 都道府県等は、中核拠点病院の設置する連絡協議会等と連携し、医師会、歯科医師会等の関係

団体や患者団体の協力の下、中核拠点病院、エイズ治療拠点病院及び地域診療所等間の診療連携

の充実を図ることが重要である。特に、患者等に対する歯科診療の確保について、地域の実情に

応じて、地方ブロック拠点病院及び中核拠点病院相互の連携によるコーディネーションの下、各

種拠点病院と診療に協力する歯科診療所との連携体制の構築を図ることにより、患者等へ滞りな

く歯科診療を提供することが重要である。 

 

ⅱ） 感染の事実を告知せずに受診している現状がある 

 厚生労働省研究班の前田らが平成 20 年に実施した HIV 感染患者の歯科診療実態調査報告に

よれば、HIV 感染が判明後、歯科治

療を受けたことが「ある」と回答し

た 616 名のうち、337 名（43.4％）

が HIV の治療を受けている施設の歯

科で治療を受けている一方、225 名

（29.0％）が「感染の事実を明らか

にしないで」HIV 感染の治療を受け

ている施設外の歯科を受診していま

した。同様に、感染者 39 名のうち

12 名（30.8%）が、受診時に HIV 感

染を知らせずに受診していました。特に、

診療所で歯科診療を受けた７名（17.9%）については全員が感染を知らせずに受診していたと

報告していました。 

 これは、歯科治療を受けたくても、プライバシーが守られるか不安だったり、診療拒否を恐

れて感染の事実を伝えられない、感染を知られたくなかったりという HIV 感染者が３人に１人

という高い割合でいることを示す調査結果です。 

感染の事実を告知せずに受診する患者が多いことは、感染者の多くが居住する都市部におい

ても、国が整備を進めてきたエイズ治療拠点病院だけでは、歯科医療提供体制は十分ではない

ことを示していると考えられます。 

 

 

 

 

43%

15%

11%

2%

29%

HIVの治療を受けてい
る施設内の歯科（感染
明らか）

HIVの治療を受けてい
る病院から紹介された
歯科（紹介状：感染明
らか）
自分にとって通いやす
い歯科（感染を明ら
か）

HIVの治療を受けてい
る病院から紹介された
歯科（感染を明らかに
しないで）
自分にとって通いやす
い歯科（感染を明らか
にしないで）

図 感染判明後の歯科受診状況 
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ⅲ） 全ての歯科診療所で受診できる体制は現実的には困難 

厚生労働省研究班の前田らが平成 20 年に

実施した患者調査において、歯科治療

に関して「不愉快な経験」があるかと の

問い対し、122 件の回答があり、最も多 か

ったのが「治療を断られた／他院に回 さ

れた」で 29 件、23.8%でした。その他

には「術者の（感染防御）スタイルが他の患者と異なる／区別されている感じがある」23 件、

18.9%、「明らかに嫌そうな態度・対応をされた」16 件、13.1%、「希望する日時に治療が受け

られない」12 件、9.8%、「他の患者に HIV であることが分かるような言動をされた」9 件、

7.4%、でした。 

 

同様に、平成２０年度の HIV

感染者の歯科診療実態アンケー

ト調査結果(東京都立駒込病院 

今村顕史先生調査)によれば、拠

点病院等からの紹介なしで歯科

診療所を受診した方 202 名のう

ち、HIV 感染を伝えられなかっ

た方 161 名（79.7%）、伝えられ

た方 41 名（20.3%）でした。さ

らに伝えられなかった方 41 名の

うち、1 割弱の 3 名は診療拒否に

あったと回答していました。 

 

歯科医療機関を対象に、平成 17 年に厚生労働省研究班が HIV 感染者の歯科診療受け入れに

関して、某県歯科医師会所属の歯科医 932 人を対象に実施したアンケート調査によると、回答

した歯科医療機関 306 施設の約４割にあたる 125 施設が「HIV 感染者の紹介患者を受けない」

と回答し、「紹介を受ける」と回答したのは、わずか 20 施設 6.6％でした。患者を受けないと

回答した理由は「感染予防対策に自信がない」が最多で 31.4%、次に「他の患者に不安、動揺

を与える」が 26.1%でした。 

 このように、HIV 感染者、AIDS 患者に対する歯科医療体制については、全ての歯科診療所

で受診できる体制は現実的には困難なのが現状です。 

  

 

  

  

治療拒否・他院へ廻された 29 (23.8%)

区別されている 23 (18.9%)

いやそうな態度 16 (13.1%)

希望の日時がとれない 12 (9.8%)

他の患者にHIVと分かる言動 9 (7.4%)

表　歯科通院時の不愉快な経験内容 (n=122)
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③ＨＩＶ感染者に対する歯科診療ネットワークの必要性 

ⅰ）患者側、医療従事者側の双方にメリット 

 HIV 感染者、AIDS 患者に対する歯科診療については、平成 17 年 5 月 6 日付け厚生労働省通

知「歯科医療機関における HIV 感染者等の診療体制について」により、全ての歯科医療機関は

診療を断るべきではないとする通知を出しており、原則的には、全ての歯科診療所で受診でき

ることが望ましいこととされています。 

 スタンダードプリコーションの概念からすれば、当然、全ての歯科診療所において、ＨＩＶ

に限らず、様々な感染症を有していたとしても、適切な歯科診療が提供されるべきであること

は言うまでもありません。 

 先の前田らの調査

において、感染の機

会があったと思われ

るときから感染が実

際に明らかになるま

でに 4 割以上の感染

者が歯科を受診して

いることからも、ス

タンダードプリコー

ションの普及が緊急

の課題です。 

 しかし、スタンダードプリコーションの普及には、費用面や教育面の課題が山積しており、

解決までにはしばらくの時間を要すると思われます。 

一方、今日、HIV 感染者、AIDS 患者が直面している現実の問題として、風評被害の懸念や専

門的知識がない等を理由に、受け入れる歯科診療所は約１割に止まっています。 

 さらに、実際に診療拒否を恐れて告知せずに受診する患者も約３割にのぼっていることから、

この実態に即した現実的な歯科医療体制の構築を図ることも検討する必要があります。 

 

ⅱ）医療従事者側のメリット 

 安心して受診できる体制を整備することは歯科医療機関側にとって大きなメリットがありま

す。例え、スタンダードプリコーションがなされていても、感染を告知せずに受診した場合、

主治医からの診療情報提供書等は当然ないことから、出血傾向等の全身状態を踏まえずに処置

を行うことになり、治療内容の選択ミス等、診療リスクが非常に高くほか、万一の針刺し事故

時の感染予防薬の服用の機会を逃すことにつながります。 

 このように、医療従事者側にとって、全身状態を適切に把握可能となり診療リスクの低減に

つながる他、針刺し事故時の迅速対応が可能となり、スタッフを守ることにもなります。 

図６ 感染の機会があったと思われる時から 

              感染が明らかになるまでの期間の歯科受診(全回答 929 名) 

受診した 403 名、43.4％ 

いいえ：364 名、39.2％

わからない：113 名、12.2％ 

無回答：49 名、5.3％ 

図 
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 国が主導して医療体制を整備してきた医科医療に比べ、歯科診療の体制整備については自治

体、歯科医師会の独自の取組み委ねられているため、地域間の格差が非常に大きいものがあり

ます。 

 HIV 感染者、AIDS 患者のニーズに応えるためには、スタンダードプリコーションが全ての

歯科診療所に定着し、HIV 感染者、AIDS 患者の歯科治療が普通の患者と全く変わらず提供さ

れるまでの対応として、地域における歯科診療ネットワークが必要とされています。 

 また、感染者数の増加は、既存の拠点病院の歯科のみでは対応が困難となるのは明らかであ

り、患者も病院よりも身近な日常の生活圏内の歯科診療所での受け入れを希望しています。

HIV 感染者の歯科診療に従事する歯科医療関係者にとっても、最新の HIV 感染症治療に関する

情報をネットワークを通じて得ることができ、質の高い診療を提供できる利点もあります。全

国の HIV 感染者が、診療拒否を恐れ、感染の事実を隠して受診したり、歯科疾患を放置するな

ど受診抑制が起きている現状があります。近年の HIV 感染者・AIDS 患者数の着実な増加、

HARRT 療法等の治療技術の進歩に伴い普通の生活を送りたいと願う感染者数の増加を踏まえ、

将来、全ての歯科診療所において受け入れ体制が整うまでの対応として、歯科医療機関のネッ

トワークは、今すぐ、身近な地域で歯科治療を希望している患者さん方のために必要であり、

各地域においてネットワーク構築に向けた取組みがなされることが強く期待されています。 

 

 

 

 

 

 

患者、医療従事者の双方にとって望ましくない関係

患者さんの希望
・仕事や学校に支障ない通院
・緊急時の対応
・定期的な歯科健診

どこに受診していいかわからない
診療を拒否されるのではないか

患者の不安
・医療者への感染
・治療薬との飲み合わせ
・外科処置の予後

感染を告げずに受診

歯科診療所側にも大きなデメリット
・針刺し事故時の対応
感染予防薬の服薬の機会を逃す

・出血傾向等の全身状態を把握し
ない中での診療リスク
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ⅲ）地域における歯科診療ネットワークの現状 

 HIV 感染症、エイズ患者に対する歯科医療の問題に対し、東京都や神奈川県においては自治

体の取り組みとして、医科に比べ立ち後れていた歯科医療体制を受入歯科医療機関のネットワ

ーク化を図ることにより確保しています。 

 東京都は、平成 11 年から、神奈川県においては平成 17 年から、開業歯科医を含めたネット

ワークを構築しており、身近な地域での診療を願っていた患者団体から高い評価を受けていま

す。 

 また、このような先進地域では、研修体制の整備にも力を入れており、HIV に関する最新知

識や感染予防策に関する充実した研修を定期的に受講できる機会を確保するとともに、関係者

会議の運営等を行い、スタンダードプリコーションの普及、定着に向けた地道な活動を行って

います。 

 しかし、このような歯科診療ネットワークの構築を行っている自治体は、東京都、神奈川県、

北海道および広島県のわずかな自治体であり、全国的な体制整備には、ほど遠い現状となって

HIV の歯科診療体制整備 -ネットワーク構築を必要とする理由-（前田,2010） 

 

�国内で HIV 感染数が増加している（新規患者数の増加+予後の改善） 

�HIV 感染症を治療するブロック拠点病院への患者の集中と、同院歯科での治療可能数の

限界 

�歯科における、Standards Precautions には多くの困難な問題を抱え、実行率には施設

間の差が大きい。 

加えて、Standards Precautions では針刺し事故は防げない。 

したがって、現実の対応として、Standards Precautions が可能な施設を選択して（施

設が手を挙げて）、治療を担当する必要がある（医療従事者、患者双方にとって利

益）。 

 

医療を受ける側の利点 

1：HIV 感染症にとって、口腔衛生管理は予後の QOL を支える。 

2：口腔衛生管理は、定期的に、長期に実施する必要がある。 

3：患者は日常の生活圏にある診療所での治療を希望している。 

4：HIV 感染症治療に関する科学的エビデンスが、日進月歩で蓄積され、遅滞なく情報を

収集するとともに、日常の診療に反映する努力が求められる。 

5：ネットワークを利用すると、患者のプライバシーを確保しながら診療に必要な情報の交

換が可能となる。 
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います。東京や神奈川の先進事例を参考として、他の地域においても、地域の実情に応じた歯

科診療体制の構築が求められています。 

特に、平成 18 年に出された中核拠点病院の整備に関する通知（厚生労働省健康局長通知）の

中でようやく、歯科診療の確保に向けた都道府県の役割が明記され、HIV 感染者、AIDS 患者

に対する歯科診療の確保に向けた取り組みが都道府県及び中核拠点病院の責務とされたことも

重要です。 

  

 

 

 

参考文献 

厚生労働科学研究「平成 17 年度 HIV 感染症の医療体制の整備に関する研究(総括研究報告書)」 

前田憲昭ら,HIV 感染患者の歯科診療実態調査,日本エイズ学会誌,vol.11,No.4,pp.557-558,2010  

高木律男ら,北関東甲信越地区の病院により管理されている HIV 感染者の実態調査歯科治療に関す

るアンケート調査から, 日本エイズ学会誌, Vol.8, No.3, pp.154 - 161,2006 

東京都におけるエイズ診療協力病院と歯科診療所とのネットワーク化について,東京都衛生局医療福

祉部エイズ対策室(HIV 歯科診療ネットワーク推進委員会事務局),2004 

筑丸寛ら,神奈川県ＨＩＶ歯科診療ネットワークの概要，日本口腔科学会雑誌，57 巻 1 号，p91,2008 

 

 

 

厚生労働省健康局長通知「エイズ治療の中核拠点病院の整備について」（歯科医療関係抜粋） 

  ２ 中核拠点病院の機能 

  (4) 拠点病院等との連携の実施 

 中核拠点病院は、拠点病院等との連携を進めるため、連絡協議会を設置し、必要な連携

調整を図ること。なお、連絡協議会の構成については、一般医療機関や歯科医療機関との

連携が図られるよう委員の選任に配慮すること。 

  ３ 都道府県の役割 

  (4) 都道府県は、患者等に対する歯科診療を確保するため、地域の実情に応じて、診療に協力

する歯科診療所との連携を進められたい。そのため、都道府県歯科医師会と連携しなが

ら、研修会等を通じ、ＨＩＶ・エイズに対する正しい知識と感染防止対策の周知徹底等を

図っていくことが求められる。 
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患者さんからから寄せられた歯科診療ネットワークへの期待 

 

 

 

 

 

 

感染告知を受けた後、最大の問題は、病院探しだが、免疫科や感染症科にうまくつながったと

しても、それで終わりではない。その次の課題は、他の診療科を探すことだ。 

なかでも、虫歯治療だけではなく、口の中の違和感や出来物などで歯科に行く機会は多い。拠

点病院の歯科が診察してくれるところもあるけれど、大きな病院ゆえに使い勝手が良いわけで

はないし、家から近いとも限らない。そのうえ、初めてのところで、これまでの経緯を説明す

るのも、億劫だし、自分で十分に説明できる自信もない。かといって、以前に通っていた歯医

者に行き続けて良いのかどうか、よくわからない。 

特に、治療では毎回のように出血を伴うことを考えると、風邪を引いたときなどに、病名を告

げず、近所の内科に通うのとはわけが違う、ということは理解できる。しかし他方で、HIV

のことを告げると、診療を拒否されるのではないか、大騒ぎになるのではないか、という不安

が頭をよぎる。そうすると、もう面倒なので、虫歯くらいで死ぬわけでもあるまいし、出来物

もそのうち治るだろう…などと、勝手な自己正当化をして、歯医者に行くのはよそう、となっ

てしまいかねない。全科対応を謳う拠点病院でも、他科診察の場合、さすがに拒否はされない

までも、明らかにイヤイヤ診療しているという態度を見せ付けられる、という経験を何度も積

み重ねてくると、心理的な敷居が高くなってしまうのだ。 

もちろん、どこの歯医者さんにかかっても、これまで通り、あるいは新規でも、HIV 陽性で

あれ、陰性であれ、同様に診察してもらえるようになれば良いのだけれど、それは随分と先の

ような気がする。そうすると、とりあえず現状への対応として、ごく普通に診察してもらえる

歯科を少しでも増やして欲しいし、医師や病院側の姿勢がまったく見えない患者にも、どの歯

科であれば嫌な気持ちをせずに診察してもらえるか、といった情報を、何らかの形で伝えても

らえるようになれば、ありがたいと思う。 

                                柏木 瑛信 
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参考資料 

 

 １ 厚生労働省エイズ対策関係通知（歯科医療関係分） 

エイズ対策推進事業の実施について 

 （平成 14 年 3 月 27 日 健疾発第 0327001 号 疾病対策課長通知） 

歯科医療機関におけるＨＩＶ感染者等の診療体制について（依頼） 

  （平成 17 年 5 月 6 日 医政歯発第 0506001 号・健疾発 0506001 号 歯科保健課長・疾病対

策課長通知） 

エイズ治療の中核拠点病院の整備について（通知） 

     （平成 18 年 3 月 31 日 健発第 0331001 号 厚生労働省健康局長通知） 

  労災保険におけるＨＩＶ感染症の取扱いについて（通知） 

（平成 22 年 9 月 9 日 健疾発 0909 第 1 号 厚生労働省健康局通知） 

 

 ２ 地域における歯科診療ネットワーク構築事例 

  東京都 

  神奈川県 

  北海道  
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健疾発第 0327001 号 
                             平成 14 年 3 月 27 日 

 
各 都道府県 政令市 
特 別 区 衛生主管部（局）長 殿  
 

厚生労働省健康局疾病対策課長 
 

エイズ対策促進事業の実施について 
 
 標記については、本日付け健発第 0327013 号厚生労働省健康局長通知「エイズ対策促進事業に

ついて」の別紙「エイズ対策促進事業実施要綱」が新たに定められ、「検査、相談事業」が廃止

されたところである。従って、その実施に当たっては、下記の事項についても併せて留意の上、

円滑な実施が図られるようお願いする。 
 
 なお、本通知は本年４月１日より適用し、平成１２年３月３１日健医疾発第３４号厚生省保健

医療局疾病対策課長通知「エイズ対策促進事業の実施について」は廃止する。  
 

記 
 
１ 本事業は、エイズ対策の推進を図る観点から、地域の実情に応じた、きめ細かな事業を講ず

るため、都道府県、政令市及び特別区（以下、「都道府県等」という。）が行うエイズ対策

促進事業に対し、補助するものである。 
 
 
２ 本事業の内容は、以下のとおりとする。 
（１） エイズ対策促進事業 

1)エイズ対策推進協議会等の設置・運営事業 
     各種のエイズ対策の推進を図るため、地域の実情を踏まえたエイズ対策についての計画・立

案を行うエイズ対策推進協議会等の設置・運営を図る事業。   
2)エイズ対策推進のためのマンパワーの養成事業 

     エイズ対策を推進するための必要なマンパワーの養成を図るため、検査、相談、医療の従事

者等に対する各種の研修を実施する事業。   
3)啓発普及活動事業 

     多くの住民に対してエイズに関する知識の浸透を図るために実施する事業。 
     なお、地域住民に対するエイズに関する正しい知識の啓発普及は、エイズ対策の基本となる

ものであるが、その実施に当たっては医学・医療の分野のみならず、患者等が置かれている

心理的・社会的状況等を配慮して実施する事業。   
4)エイズ治療拠点病院治療促進事業 

     患者・感染者の医療を確保するため、エイズ治療拠点病院において、院内感染防止及び検

査、相談、治療等の体制の整備を図るために実施する事業。   
5)エイズ治療拠点病院医療従事者実地研修事業 

     エイズ治療拠点病院の医師、看護婦等をエイズ診療の経験が抱負な医療機関へ派遣し、実

地研修を行うことにより診療技術の向上を図るために実施する事業。   
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6)エイズ治療拠点病院カウンセラー設置事業 
 患者・感染者及びその家族等に対し、心理的ケアを行う体制推進のため、 
ア． 都道府県等におけるカウンセラーの雇い上げによる医療機関への派遣、   
イ． エイズ治療拠点病院でのカウンセラーの雇い上げに対する経費負担、   
ウ． 都道府県等とＮＧＯなどの連携によるカウンセリング活動への支援等により、 

エイズ治療拠点病院をはじめとする医療機関にカウンセラーを設置する事業。 
    

7)地域組織等活動促進事業 
     効率的なエイズ対策事業を推進するためには、地域に根差した各種団体等の積極的な協力が

不可欠であることから、これらの団体等に対して、エイズに関する知識等を習得させ、啓発

普及等を図るために実施する事業。  
   8)調査研究事業 
     エイズ対策の計画・立案及び実施に当たって、その基礎となる資料の収集に必要な各種調査

を実施する事業。  
  
（２）地方ブロックエイズ対策促進事業 
   1)ブロック内エイズ治療拠点病院連絡協議会等の設置、運営事業  
      各ブロックの実情に応じたエイズ対策等の計画・立案を行うエイズ治療拠点病院連絡協議会

等の設置、運営を図る事業。   
   2)ブロック内エイズ治療拠点病院に対する研修会・講習会の実施事業 
      ブロック全体におけるエイズ診療技術のレベルアップを図るため、治療・カウンセリング等

について、ブロック内エイズ治療拠点病院の医療従事者等に対し研修会、講習会を実施する

事業。   
   3)調査研究事業 
      各ブロックにおけるエイズ対策の計画立案及びその実施に当たり、その基礎となる資料の収

集に必要な各種調査研究を実施する事業。   
   4)ブロック内エイズ治療拠点病院等に対する相談事業 
      患者・感染者等からのエイズに関する相談やブロック内のエイズ治療拠点病院等の医師等か

らの治療や療養生活指導等についての相談に対応するとともに、情報等を提供する事業。   
   5)エイズ治療地方ブロック拠点病院医療従事者実地研修事業 
      エイズ治療地方ブロック拠点病院の医師、看護婦等をエイズ診療の経験が豊富な医療機関等

へ派遣し、実地研修を行うことによりブロック内のエイズ治療拠点病院等のレベルアップを

図るために実施する事業。   
   
 
 
３ 関係団体等との連携 
    事業の計画、立案及び実施に当たっては、エイズの専門機関等からの意見を十分聴取し、関

係機関や市町村等との連携を密にするとともに、地域住民の自主的な取り組みとともに積極

的な協力の下に行うこと。 
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医政歯発第０５０６００１号 
健疾発第０５０６００１号 

平成１７年５月６日  
 

   都 道 府 県    
各 保健所設置市 衛生主管部（局）長 殿  
   特  別  区    
 

厚生労働省医政局歯科保健課長 
厚生労働省健康局疾病対策課長 

 
歯科医療機関におけるＨＩＶ感染者等の診療体制について（依頼） 

先般、厚生労働科学研究班が歯科医療機関等の歯科医師を対象に、標記の診療体制に係る調査

を実施したところ、一部の歯科医師においては、ＨＩＶ感染者等に対し「診療を原則として断

る」旨の回答をしていることが報告されたところである。 
 今後はこのような事例が出ることの無いよう、ＨＩＶ感染症についての正しい理解を図り、適

切な感染防止策を講じることを通じ、ＨＩＶ感染者等に対する歯科医療の確保を図ることが重要

である。 
 貴職におかれては、貴管内の歯科医療従事者その他関係機関等に対し、下記の事項について周

知徹底を図り、適切な歯科診療体制の確保が図られるよう、必要な指導方お願いする。 
 

記 
 
 平成 16 年度厚生労働科学研究費補助金・エイズ対策研究事業の成果として作成した「ＨＩＶ

感染症の歯科治療マニュアル」並びに 2003 年 12 月に米国ＣＤＣにより報告された「Guidelines 
for Infection Control in Dental Health Care Settings」（MMWRDecember 19, 2003/52(RR17);1-61）の

内容について周知徹底を図ること。 
 
（参 考） 
「ＨＩＶ感染症の歯科治療マニュアル」及び 
「Guidelines for Infection Control in Dental Health Care Settings」の邦訳の入手方法について  
 標記マニュアル並びにガイドラインの邦訳版については、エイズ予防情報ネットホームページ

（http://api-net.jfap.or.jp）から入手可能である。具体的な入手方法は下記のとおり。  
 

記 
 http://api-net.jfap.or.jp （エイズ予防情報ネットホームページ）にアクセス 
 → ホームページを下方向にスクロールして「資料室」を探す。 
 
  (1) 「Guidelines for Infection Control in Dental Health Care Settings」 の邦訳 

→ 「歯科臨床における院内感染予防ガイドライン（2003 年）」からダウンロード  
 
  (2) 「ＨＩＶ感染症の歯科治療マニュアル」 

→ 「ＨＩＶ感染症の歯科治療マニュアル」からダウンロード  
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健発第０３３１００１号 

平成１８年３月３１日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省健康局長 

 

エイズ治療の中核拠点病院の整備について（通知） 

 エイズ対策については、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」（平成１１年

厚生省告示第２１７号。以下「予防指針」という。）により実施いただいているところである。 

 今般、「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針見直し検討会報告書」（平成１７

年６月１３日付け）等を踏まえ予防指針を改正し、平成１８年４月１日から適用することとし

た。 

 改正後の予防指針においては、新たに中核拠点病院制度を創設したので、下記の点にご留意い

ただき、中核拠点病院を中心に、各都道府県内における総合的なエイズ医療体制の確保と診療の

質の向上を引き続き図っていただくようお願いする。 

 

記 

 

１ 中核拠点病院制度の目的 

   ＨＩＶ感染者・エイズ患者（以下「患者等」という。）が安心して医療を受ける体制を整

備するべく、「エイズ治療の拠点病院の整備について（通知）」（平成５年７月２８日健医

発第８２５号。以下「平成５年通知」という。）及び「エイズ治療の地方ブロック拠点病院

の整備について（通知）」（平成９年４月２５日健医発第６７８号）等により、エイズ治療

に関する医療体制の整備を図ってきたところである。 

   しかしながら、特にエイズ治療の地方ブロック拠点病院（全国１４箇所。以下「ブロック

拠点病院」という。）に患者等が集中しているとの指摘があることから、その状況を改善

し、都道府県内において良質かつ適切な医療を受けられるようにするため、新たに中核拠点

病院制度を創設することとした。 

   中核拠点病院は、都道府県が原則として各都道府県内の拠点病院の中から１箇所選定する

こととし、国立国際医療センターエイズ治療・研究開発センターの支援を受けるブロック拠

点病院は中核拠点病院を、中核拠点病院は拠点病院を、それぞれ支援するものと位置づけ、

中核拠点病院を中心に、各都道府県内における拠点病院間の機能分化を含めた医療提供体制

の再構築を重点的かつ計画的に図られたい。 

 

２ 中核拠点病院の機能 

    中核拠点病院は、平成５年通知により拠点病院に求められる機能を含め、以下の機能を有

す。 

   なお、（１）については要件を具備することが必要であるが、当面、実情に応じた取り扱

いをして差し支えなく、今後、患者数の動向等を踏まえながら体制整備に取り組まれたい。 

 

(1) 高度なＨＩＶ診療の実施 

  1.ＨＩＶ診療に十分な経験を有する医師を確保するとともに、外来における総合的なＨＩＶ診

療が可能となる体制や、関係職種からなるチーム医療体制の整備が図られること  

  2.ＨＩＶ感染者に対する入院医療が可能となる体制を整備すること  

  3.全科による診療体制を確保すること  

  4.カウンセリングを提供できる体制を整備すること  
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 (2) 必要な施設・設備の整備 

1.患者のプライバシーを守ることが可能な外来診療室を設置すること  

2.病状に応じて、個室への収容が可能であること  

3.院内感染防止に関する必要な備品を整備すること  

4.その他ＨＩＶ診療に必要な機器を整備すること  

(3) 拠点病院に対する研修事業及び医療情報の提供 

     都道府県内の拠点病院の医療従事者等に対する各種研修を実施し、エイズ診療にあたる人

材の育成を図ること。 

    また、各都道府県内の拠点病院やＨＩＶ診療・ケアに関する情報を拠点病院の医療従事者

に対して提供すること。 

 

(4) 拠点病院等との連携の実施 

     中核拠点病院は、拠点病院等との連携を進めるため、連絡協議会を設置し、必要な連携調

整を図ること。なお、連絡協議会の構成については、一般医療機関や歯科医療機関との連携

が図られるよう委員の選任に配慮すること。 

 

３ 都道府県の役割 

  (1) 中核拠点病院の選定にあたっては、地域のＨＩＶ感染の発生動向に留意しつつ、現行の

ＨＩＶ医療体制を評価した上で、単に中核拠点病院の選定にとどまらず、都道府県内にお

いて良質かつ適切なＨＩＶ医療を提供する観点から検討を進められたい。 

  (2) 都道府県は、適切な医療機関の連携を図るため、中核拠点病院が設置する連絡協議会の

運営に積極的に関与されたい。 

  (3) 中核拠点病院や拠点病院の診療の質の向上を図るため、都道府県は、毎年度、研修計画

を策定し、その実施にあたって全部又は一部を中核拠点病院に委託されたい。 

  (4)  都道府県は、患者等に対する歯科診療を確保するため、地域の実情に応じて、診療に協

力する歯科診療所との連携を進められたい。そのため、都道府県歯科医師会と連携しなが

ら、研修会等を通じ、ＨＩＶ・エイズに対する正しい知識と感染防止対策の周知徹底等を

図っていくことが求められる。 

 

４ 中核拠点病院の選定について 

     中核拠点病院の選定にあたっては、地域の実情を勘案しつつ、エイズ対策推進協議会等を

活用し、都道府県医師会、ブロック拠点病院関係者や患者等の意見を踏まえつつ、選定にあ

たることが望ましい。 

   なお、選定の時期及び報告方法等については、別途通知する。 
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～東京都の事例：東京都エイズ協力歯科医療機関紹介事業～ 

（１）ＨＩＶ歯科診療ネットワーク推進委員会 

 東京都は、平成 12 年 7 月、「歯科診療所のエイズ診療体制を確立し、エイズ診療における歯

科診療の充実を図る上から、エイズ診療協力病院と歯科診療所のネットワーク化について検討

する」ため、ＨＩＶ歯科診療ネットワーク推進委員会を設置した。 

委員会は、歯科診療をめぐる課題やＨＩＶ歯科診療ネットワーク化の試みなどを踏まえ、次

のようなエイズ診療における歯科診療の基本的な考え方に基づき、今後取り組むべきＨＩＶ感

染者のための歯科診療のネットワーク化推進のための事業として｢エイズ協力歯科診療所紹介事

業（仮称）｣を提言した。 

（２）エイズ協力歯科医療機関紹介事業の流れ 

 委員会での十分な協議、制度設計を経て、平成１３年度から、東京都と東京都歯科医師会に

より、エイズ協力歯科医療機関紹介事業が本格運用されることとなった。  

 基本的なシステムのフレームに変更はないが、調整機関が東京都衛生局（当時）から、事業

委託先の東京都歯科医師会に変更され、東京都は予算の確保や講習会等の支援を行うこととな

った。 

実施体制は下記のとおりである。 

・協力病院等    患者・感染者の相談を受け、東京都歯科医師会へ照会する。 

・東京都歯科医師会  協力歯科医療機関を紹介する。 

・協力歯科医療機関   患者・感染者の歯科診療を実施する。 

・東京都   協力歯科医療機関の拡大を図り、エイズ診療における歯科診療

体制のネットワーク化を推進する。 

 

 患者紹介の流れは図のとおりである。 

① エイズ診療協力病院等が調整機関に、診療所の照会をする。 

② 調整機関がニーズにあったエイズ協力歯科医療機関を紹介する。 

③ エイズ診療協力病院等の主治医がエイズ協力歯科医療機関に直接歯科診療の申込みをする。 

④ エイズ協力歯科医療機関が歯科診療の申込みを了解する。 

⑤ 主治医の紹介状を持参の上、患者がエイズ協力歯科医療機関を受診する。 

⑥ 患者を受け入れたエイズ協力歯科医療機関は、紹介患者が受診したことを、患者受診報告書

によりエイズ診療協力病院等に報告する。 
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エイズ協力歯科医療機関紹介事業のながれ 

 

  

(５０施設)等

(8 施設)

協力歯科医療機関 

エイズ協力歯科医療機関 
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東京都エイズ協力歯科医療機関紹介事業実施要綱 
 
 

第１  目的 
    ＡＩＤＳ患者・ＨＩＶ感染者（以下「患者・感染者」という。） が安心して歯科診療を受けら

れるよう、地域で患者・感染者の歯科診療を行う医療機関（医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第１条の５に規定する病院又は診療所をいう。）（以下「協力歯科医療機関」という。）を確保

し、エイズ診療協力病院運営要綱（平成７年１１月１３付７衛福エ第２７３号）第３に規定する

エイズ診療協力病院及び当該病院と同様の機能を有し本事業に参加を希望するその他の医療機関

（以下これらを総称して「協力病院等」という。）と協力歯科医療機関との間の患者紹介システ

ムを構築することにより、エイズ診療における歯科診療体制のネットワーク化を図ることを目的

とする。 
 
第２  事業内容 

東京都は、この要綱に基づき次の１から３までに掲げる事業を実施する。 
１ 患者紹介事業の実施 

歯科診療の必要な患者・感染者から身近な歯科医療機関での治療の希望があった場合に、協力

病院等からの問い合わせに基づき、調整の上、協力歯科医療機関を紹介する。 
２ 東京都エイズ協力歯科医療機関運営協議会の設置・運営 

協力歯科医療機関相互の連携及び情報の共有化を図り、協力病院等と協力歯科医療機関との間

の患者紹介事業における連携システムを推進するため、東京都エイズ協力歯科医療機関運営協議

会を設置し、運営する。 
３ 協力歯科医療機関の拡大 

患者・感染者のニーズに迅速に対応できるよう、各地域における協力歯科医療機関の拡大を図

り、エイズ診療における歯科診療体制のネットワーク化を推進する。 
 
第３  協力歯科医療機関の登録・抹消 
１ 東京都知事（以下「知事」という。）は、協力歯科医療機関登録同意書（別記第１号様式）に

より患者・感染者の歯科診療受入れについて東京都に協力を申し出た歯科医療機関を協力歯科医

療機関として登録し、当該施設の管理者に対し協力歯科医療機関登録通知書（別記第２号様式）

によりその旨を通知する。 
２ 知事は、１による登録をしたときは、協力歯科医療機関に登録票（別記第３号様式）を交付す

る。 
３ 知事は、協力歯科医療機関としての役割を果たすことができないと認めたとき、又は協力歯科

医療機関の管理者から、協力歯科医療機関登録辞退届（別記第４号様式）により登録辞退の申出

があったときは、協力歯科医療機関の登録を取り消すことができる。 
４ 知事は、協力歯科医療機関の登録を取り消した歯科医療機関の管理者に対し、協力歯科医療機

関登録抹消通知書（別記第５号様式）により、その旨を通知し、登録票を返納させるものとする。 
 
第４ 事業の執行 
     本事業を効率的に行うため、社団法人東京都歯科医師会に対し本事業を委託する。 
 
第５ その他 
     本要綱に定めのないものについては、感染症危機管理担当部長が別に定める。 
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～神奈川県の事例：神奈川県 HIV 歯科診療ネットワークの概要～ 

 （社）神奈川県歯科医師会は、全県的な歯科診療ネットワークの構築を目指し、平成 17 年 4

月、HIV 感染者･AIDS 患者が、県内の身近な地域で歯科診療を受けられる紹介ネットワークづく

りについて協議を行う「神奈川県 HIV 歯科診療体制運営検討委員会」を設置した。  

 検討委員会は、平成 17 年に県歯科医師会員を対象にアンケート調査を実施し、平成 18 年 2 月か

ら、HIV 歯科の知識・技術の向上とネットワークづくりのために研修会を開催、同年３月には、

HIV 歯科診療マニュアルを作成するなど、ネットワーク構築のための準備が行われた。 

 そしてついに、平成 18 年度から、県内全域を網羅した HIV 歯科診療の紹介制度「神奈川県 HIV

歯科診療紹介制度」として、全国で２番目に創設されたのである。 

 事業は、神奈川県行政から「神奈川県ＨＩＶ歯科診療推進事業」として、（社）神奈川県歯科

医師会に委託され実施されている。 

 主な委託内容は、①患者紹介事業の実施、②神奈川県 HIV 歯科診療体制運営検討委員会の設置

運営、③歯科診療技術の向上（医療従事者研修）、④協力歯科診療機関の拡大である。 

 ネットワークの中心は、東京都と同様に県歯科医師会であり、歯科診療を希望する際には、歯

科医師会の窓口に連絡を行い、受け入れ医療機関として予め登録している医療機関への紹介が図

られる仕組みとなっている。 

また、ネットワークは、歯科診療機能により役割分担も行っており、一般歯科診療所よりなる

一次歯科診療機関、病院などの病院歯科・口腔外科よりなる二次・三次歯科診療機関により構成

され、病診連携の体制で感染者・患者の歯科診療相談、申し込みの窓口となり適切な歯科診療施

設を紹介する役割を担っている。 

また、このネットワークは診療マニュアルの作成、研修会の開催などを通じて感染者・患者に

対する知識の向上を図り、適切な歯科診療の提供を可能にすることも目的としている。23 年度に

は、一次歯科診療機関として 47 機関、二次・三次歯科診療機関として 25 機関の登録が完了してお

り、さらにその数を増やす取り組みが行われている。また、報道機関への発表、神奈川県ホーム

ページ、県の広報資料への掲載などにより本事業実施についての広報活動が行われており、加え

て、普及啓発チラシの作成・配布などを行い関係者・関係機関への周知を行っている。 

平成 19 年 2 月からは、地区の歯科医師会単位での講習会を年 2～3 回開催し、地域に根ざした効

果的な普及･啓発とネットワークの拡大に努めている。その結果、HIV 歯科診療の協力医療機関数

は、平成 17 年度 31 機関から、平成 23 年度 72 機関へと増えている。 

現在の問題点として、一次歯科医療機関の数の不足と偏在、二次・三次歯科医療機関の偏在な

どがあげられ、その改善が望まれている。  
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 一方、事業に対する社会的な評価は高く、エイズの正しい理解と支援について普及・啓発に努

めてきた個人や団体の方々を表彰する「かながわレッドリボン賞」を、平成 21 年 3 月、神奈川県

HIV 歯科診療体制運営検討委員会が受賞するなどしている。 
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神奈川県 HIV 歯科診療紹介制度とは 

HIV 感染者・AIDS 患者の方から歯科診療の相談・希望があった場合に、通院に関する意向などに沿って、登録病

院や登録診療所などの協力歯科医療機関を紹介するものです。 

 

神奈川県 HIV 歯科診療紹介制度を構成する歯科医療機関等の役割 

○神奈川県歯科医師会 

 ・感染者・患者の歯科診療受診の手続きに関する問い合わせ窓口となる。  

 ・登録病院、登録診療所間の紹介、調整  

 ・HIV 歯科診療ネットワークの運営主体（登録診療所のデータメンテナンス、研修・実習の企画、普及啓発等）  

○登録病院（エイズ治療の拠点病院（歯科・口腔外科）、歯科大学病院、一般病院（歯科・口腔外科）等） 

 ・感染者・患者の歯科診療に協力の意向を持ち、登録をした病院（歯科・口腔外科）。  

 ・感染者・患者を診療し、必要に応じて、感染者・患者にあった登録診療所を神奈川県歯科医師会に問い合わせ

る。  

 ・登録診療所での診療が難しいと思われる患者を診療。  

○登録診療所 （一般の歯科診療所・クリニック等） 

 ・感染者・患者の歯科診療に協力の意向を持ち、登録をした歯科診療所。  

 ・登録診療所で直接紹介が可能な機関は、登録病院からの紹介によらず、感染者・患者の歯科診療を行う。  

 ・神奈川県歯科医師会の紹介により、感染者・患者の歯科診療を行う。  

○相談窓口 （エイズ治療の拠点病院、一般病院、各保健福祉事務所、保健所設置市等） 

 ・感染者・患者の歯科診療受診の手続きに関する相談があった場合、県歯科医師会に取り次ぐ。  

 ・HIV 歯科診療ネットワーク事業の普及啓発。  

 

HIV 歯科診療紹介制度の利用手順の概要 

一般ルート 

１ 感染者・患者が県歯科医師会（又は相談窓口の紹介により県歯科医師会）に歯科診療の受診の相談、 

申し込みをする。  

２ 県歯科医師会は、感染者・患者のニーズ（登録診療所の地域、最寄り駅、通院可能な曜日、時間帯等）に 

沿い、最初に歯科診療を受ける登録病院又は登録診療所（直接紹介可）を紹介する。  

３ 感染者・患者は、登録病院又は登録診療所（直接紹介可）を受診する。  

病診連携ルート 

１ 登録病院は、感染者・患者を診療し、必要に応じて県歯科医師会に感染者・患者にあった登録診療所を 

照会する。  

２ 県歯科医師会は、登録病院に感染者・患者にあった登録診療所を紹介し、登録病院から感染者・患者に 

紹介する。  

３ 感染者・患者は、紹介された登録診療所を受診する。 
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～北海道の事例：北海道ＨＩＶ協力歯科医療機関の概要～ 

 北海道の歯科診療ネットワークの構築において、他地区には見られない重要な課題があった。 

それは九州と四国を足した面積より大きい広大な面積と距離的な問題である。 

厚生労働省が指定している地方ブロック拠点病院、中核拠点病院、エイズ治療拠点病院は、道

内１９病院が指定されていたが、このうち９病院には歯科がなく、特にオホーツク圏域、十勝圏

域には歯科のある指定医療機関が全くない状況となっており、歯科診療所での受け入れ以前に、

病院の受け皿すら存在しないという状況であった。このため、ネットワーク構築は、この空白圏

域を埋めることが重要課題であった。 

それと並行して、他地区と同様、患者団体の要望でもある身近な歯科診療所の受け皿づくりを

進める必要があった。 

北海道のネットワークは、調整機関を設けず、より簡便なシステム構築を目指すこととしてい

る。地域の受け皿づくりが優先であることから、病院、診療所を区別せず、手上げ方式により

「ＨＩＶ協力歯科医療機関」として登録、登録リストをエイズ治療拠点病院、ＨＩＶ協力歯科医

療機関、北海道歯科医師会、保健所に備え、各機関において、患者の住所や希望等から協力歯科

医療機関を選び紹介を行うこととした。 

登録リストは、当面の間、非公開として取り扱うことして、登録歯科医療機関の拡大、空白地

域の解消を目指すことが、当面の目標である。 

平成 22 年 2 月現在、24 カ所の歯科医療機関が登録され、平成 22 年度は、登録歯科医療機関に

対する研修や空白地域に対する登録への働きかけなど、ネットワークの充実に向けた取り組みを

行っていくことを予定している。 
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北海道 HIV 歯科医療ネットワーク構築事業 

 

１ 目  的  

    HIV 感染者数と AIDS 患者数は北海道においても増加傾向にある一方、HAART 療法等の普及によ

り HIV 感染/AIDS がコントロール可能な慢性疾患となり、HIV 感染者・AIDS 患者が自分の生活ス

タイルに合わせて、安心して歯科医療サ－ビスを受けられる体制作りが求められている。 

    このため北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会では、HIV 感染者および AIDS 患者が自分の生活

を維持しながら、それぞれの患者のニ－ズに合った歯科診療サ－ビスを患者の生活圏でも受けら

れるように、北海道からの委託事業として「北海道 HIV 歯科医療ネットワーク構築事業」を推進

する。具体的には、北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会が治療拠点病院等※と連携し、患者の受

け入れを行う病院歯科や歯科診療所を登録し、患者の希望に応じて歯科医療機関の紹介を行うも

のである。 

 

 ※エイズ治療拠点病院等とは、厚生労働省が HIV 感染者・AIDS 患者に対する拠点医療機関として

指定している地方ブロック拠点病院、中核拠点病院、エイズ治療拠点病院を指す。 

 

２ 実施主体： 北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会（北海道委託事業） 

 

３ 事業内容 

（1）北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会のメンバ－の選定 

     現在の北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会はブロック拠点病院、中核拠点病院、拠点病院の

歯科医師、北海道歯科医師会の役員、北海道庁保健福祉部の代表らにより構成されている。本

協議会は本事業を行う中心団体であり、かつ議決機関である。事業目的を達成するために、各

関係機関、関係団体との連携を促進して、下記の関係機関、関係団体からメンバ－を選定する

ことが望ましい。 

 

  協議会の構成（案） 

ブロック拠点病院：北海道大学病院（事務局）、札幌医科大学病院、旭川医科大学病院 

中核拠点病院：釧路労災病院、拠点病院：市立函館病院、市立札幌病院、旭川赤十字病院、 

市立旭川病院、総合病院釧路赤十字病院、市立釧路総合病院、 

歯科医療関係団体：（社）北海道歯科医師会、北海道病院歯科医会 

行政機関：北海道保健福祉部 

（患者団体：難病連、（社福）はばたき福祉事業団） 

 

（２）歯科医療従事者を対象とした研修の実施 

    北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会は HIV 感染者の歯科診療を担当する協力歯科医療機関等

の歯科医療従事者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手、看護士など）、歯学部、

衛生士学校、技工士学校の学生などを対象に、HIV 感染者・AIDS 患者に対する歯科診療上必要

な知識および技術の研修を実施する。 

    主な研修内容としては、HIV/AIDS に関する基礎知識、スタンダードプリコーション（標準予

防策）の啓蒙および実践、ラッピングテクニックなどによる感染防御の実践、針刺し事故時の

対応、HIV 感染者/AIDS 患者に対する接遇などである。具体的には、HIV/AIDS 歯科医療研究会を

年 1 回開催する（札幌）。同研究会では HIV/AIDS や感染対策に関連した講師を招聘して、学術

講演会ならびに感染対策の実習をオ－プンスタイルで開催する。その他の研修は札幌のみなら

ず、年度毎に地方での開催を計画する。 
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（３）「北海道 HIV 協力歯科医療機関」（仮称）の募集および登録 

    北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会は、エイズ治療拠点病院等と連携し、患者・感染者の歯

科診療を実施する意向のある病院歯科および歯科診療所を「北海道 HIV 協力歯科医療機関」

（仮称）として募集・登録する。募集方法としては、歯科医療関連団体（北海道歯科医師会、

各市町村の歯科医師会、病院歯科医会など）の雑誌などに広告として掲載する。また必要によ

り、各団体のホームページでの告知や歯科医療機関宛のチラシを作成して配布する。今のとこ

ろ、当分の間は協力歯科医療」機関名を非公開とする。 

ア 「北海道 HIV 協力歯科医療機関」（仮称）の役割 

   地域における HIV 感染者・AIDS 患者の一次歯科医療を担う。エイズ治療拠点病院等からの受

入れを行うとともに、高次歯科医療を必要とする場合は、必要に応じてエイズ治療拠点病院等

への紹介を行う。 

イ 申請および登録方法等 

   登録を希望する歯科医療機関は、北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会に申請する。なお、登

録歯科医療機関の医療従事者は、北海道 HIV/AIDS 歯科医療連絡協議会らが開催する研修会に参

加することが望ましい。 

 

（４）北海道 HIV 協力歯科医療機関リストの配布および紹介 

     診療を希望する患者の紹介および逆紹介を円滑に進めるために、協力歯科医療機関のリストを

作成し、エイズ治療拠点病院等、北海道 HIV 協力歯科医療機関、北海道歯科医師会、保健所な

どに配布する。 

     なお、リストは非公開とし、HIV 感染者/AIDS 患者の方から、各機関に歯科診療に対する相

談、希望があった場合に、患者の通院希望地等の情報から、最も適切と考えられる歯科医療機

関を紹介することとする。 


